
 

令和７年６月亀山市議会定例会提出議案 

条例制定・改廃の背景及び趣旨 

 
                              頁 

議案第５７号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償 

に関する条例の一部改正について・・・・・・・１ 



1 
 

件   名  

亀山市委員会の委員等の報酬及

び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例  

選挙管理委員会 

事 務 局 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和２５年法律第１７９

号）の一部が改正され、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙長

（衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあっては選

挙分会長、参議院合同選挙区選挙にあっては選挙長及び選挙分会長）等の費

用弁償額が引き上げられたことから、これに準じて市の選挙管理委員会にお

いて選任する選挙長等の報酬の額を引き上げるため、所要の改正を行うもの

です。  

２ 改正内容  

選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、

投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会

人の報酬の額（日額）を次のように引き上げます。 ＜別表関係＞  

区分 改正前 改正後 

選挙長 １０，８００円 １２，２００円 

投票所の投

票管理者 

１２，８００円 １４，５００円 

期日前投票

所の投票管

理者 

１１，３００円 １２，８００円 

開票管理者 １０，８００円 １２，２００円 

投票所の投

票立会人 

 

立会時間が

７時間を超

える者 

１０，９００円 立会時間が

７時間を超

える者 

１２，４００円 

立会時間が

７時間以下

の者 

５，４５０円 立会時間が

７時間以下

の者 

６，２００円 

期日前投票

所の投票立

会人 

 

立会時間が

６時間を超

える者 

９，６００円 立会時間が

６時間を超

える者 

１０，９００円 

立会時間が

６時間以下

の者 

４，８００円 立会時間が

６時間以下

の者 

５，４５０円 

開票立会人 ８，９００円 １０，１００円 

選挙立会人 ８，９００円 １０，１００円 
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３ その他  

施行日は、公布の日とし、施行日以後に選挙期日（投票日）を公示され、

又は告示される選挙について適用します。  

 


